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過去問題研究 

第２章 総則・給付通則 

管掌 

【問題１】 

国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織され

た共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務

員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を

管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。 

 

年金額の改定 

【問題１】 

国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財

政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金た

る給付（付加年金を除く。）の額に所要の調整を行うものとする。 

 

裁定 

【問題１】 

特別支給の老齢厚生年金の受給権者（第１号厚生年金被保険者期間のみを有する者

とする。）が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場

合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければなら

ない。 

 

年金の支給期間 

【問題１】 

繰上げ請求した老齢基礎年金の受給権は請求を行った日に発生し、年金の支払いは

受給権が発生した日の属する月の翌月から開始される。 

 

【問題２】 

老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消

滅した場合は、当該老齢基礎年金の支給を停止しない。 

 

【問題３】 

厚生年金保険法における年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月か

ら始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から

支給しない。 
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【問題４】 

厚生年金保険法における障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状

態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給

される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。 

 

【問題５】 

老齢基礎年金の支給を受けている者が令和４年２月27日に死亡した場合、未支給年

金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年１月

分と２月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近

の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはな

いものとする。 

 

年金の支払期月 

【問題１】 

年金給付は毎年２月、４月、６月、８月、10月及び12月の６期に、それぞれの前月

までの分を支払い、旧国民年金法による年金たる給付も同様に年６回払いであるが、

旧法の老齢福祉年金の支払期月は、４月、８月及び12月（請求があったときは11月）

の年３回である。 

 

【問題２】 

厚生年金保険法において年金は、年６期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが

支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の

偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。 

 

端数処理・２月期支払の年金の加算 

【問題１】 

国民年金法において毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に１円未満の

端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年４月から翌年３月ま

での間において切り捨てた金額の合計額（１円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てた額）については次年度の４月の支払期月の年金額に加算して支払うものとさ

れている。 

 

【問題２】 

老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、

配偶者及び２人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、３人目以降の子について

は１人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額（その額に50円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、

これを100円に切り上げるものとする。）である。 
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死亡の推定 

【問題１】 

国民年金法において船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、そ

の生死が１か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規

定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。 

 

【問題２】 

行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が３か月間わからない場合は、

遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から３

か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。 

 

未支給年金（保険給付） 

【問題１】 

国民年金法において、未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、

子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の３親等内の親族の順位とされ

ている。 

 

【問題２】 

障害基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者

に支給しなかったものがあり、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺

族がその者の従姉弟しかいなかった場合、当該従姉弟は、自己の名で、その未支給の

障害基礎年金を請求することができる。 

 

【問題３】 

厚生年金保険法において、保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡

した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その

者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父

母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の３親等内の親族は、自己の名で、そ

の未支給の保険給付の支給を請求することができる。 

 

【問題４】 

厚生年金保険法において、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が２人以上ある

ときは、その１人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、そ

の１人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。 

 

不正利得の徴収 

【問題１】 

国民年金法において偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、市

町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 
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受給権の保護 

【問題１】 

国民年金法における給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定め

るところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。 

 

【問題２】 

国民年金法において、給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又

は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分

の例により差し押さえることができる。 

 

【問題３】 

障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえはできな

い。 

 

【問題４】 

遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。 

 

公課の禁止 

【問題１】 

原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはでき

ないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。 

 

【問題２】 

老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされて

おり、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。 

 

【問題３】 

老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課

を課することはできない。 

 

内払と充当 

【問題１】 

遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じ

た日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合

における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺

族基礎年金の内払とみなすことができる。 
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【問題２】 

障害厚生年金（厚生労働大臣が支給するものとする。以下本問において同じ。）の支

給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分

として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であ

るので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。 

 

【問題３】 

遺族である子が２人で受給している遺族基礎年金において、１人が婚姻したことに

より受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払

われた場合、国民年金法第21条の２の規定により、過誤払として、もう１人の遺族で

ある子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を変更すべき年金額に充当することが

できる。 

 

【問題４】 

同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生

年金（厚生労働大臣が支給するものに限る。）を支給すべき場合において、老齢厚生年

金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたとき

は、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。 

 

【問題５】 

障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過

誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき老齢厚生

年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。 

 

損害賠償請求権の取得 

【問題１】 

死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害

賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。 

 

【問題２】 

政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合におい

て、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者

に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 

 

【問題３】 

厚生年金保険法において、政府等は、第三者の行為によって生じた事故により保険

給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損

害賠償の請求権を取得する。また、政府等は、受給権者が当該第三者から同一の事由

について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、保険給付をしないことができ

る。 
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